
 

 

＜大阪市：駐車基本計画に基づく取組み＞ 
施策名 駐車基本計画に基づく取組み 

取り組みの背景 
地域の交通環境問題 
行政・市民ニーズ 
交通基盤シーズ 

など 

背景：大阪市では、急激な自動車の増加や交通マナーの低下などによって、

違法路上駐車が常態化し、健全な都市活動を著しく阻害するとともに、大

阪のイメージダウンにもつながる大きな社会問題となっていた。そのため、

平成元年に「大阪市駐車基本計画策定調査委員会」を発足し、さまざまな

検討を行い、平成 3 年 4 月に「大阪市駐車基本計画」を策定した。そして、

現在まで計画に基づき、各種施策を実施している。 

目的・ねらい 

目的・ねらい 
対象交通 
など 

●目的・ねらい：駐車問題の解決にあたっては、総合的・長期的な視点か

ら交通政策の一環として、市民・企業・関係機関が一致協力してあたって

いく必要がある。このため、駐車基本計画を策定し、次の４項目を基本方

針として、既存の枠にとらわれることなく、創意工夫をこらし、連携をも

って対策を実施してきた。 
基本方針 
① 駐車需要の抑制 
② 駐車スペースの有効利用と拡大 
③ 取り締まり強化の要請 
④ マナーの向上 
 

取り組みの経緯 
経緯・熟度 

など 

平成元年４月「大阪市総合交通対策本部」に「都心部駐車対策部会」を設

置 
７月「大阪市駐車基本計画策定調査委員会」発足 

８月 駐車「非常事態」宣言 

平成３年４月「駐車基本計画」策定 

平成６年４月「迷惑駐車の防止に関する条例」公布 

主体・広報・費用 

実施主体 
検討組織 

広報ｽｹｼﾞｭｰﾙ 
費用負担 

など 

●実施主体：大阪市 
●検討組織：「大阪市駐車基本計画策定調査委員会」 

構成員：有識者、地元団体、経済団体、運輸省、建設省、 
大阪府、大阪府警、大阪市 



 

 

実施概要 
対象地域 
実施日時 
施策内容 
など 

●対象地域：大阪市全域 

●施策内容： 

花の万博の開催を前に、深刻化する駐車問題に対処するため、平成元年

４月、総合交通対策推進本部の中に「都心部駐車対策部会」を設置し、め

いわく駐車追放に向けた取り組み体制を強化し、都心部の駐車対策など当

面する課題の対応を進めてきた。 

 同年８月には、駐車「非常事態」宣言を行い、御堂筋を中心に啓発指導

員による街頭啓発に取り組むとともに、大阪府交通対策協議会や大阪府警

察など関係機関との連携のもとに各種広報啓発活動を展開した。 

 さらに、21 世紀の交通需要に的確に対応するため、「大阪市総合計画 21」

において適正な自動車利用を進めるなど総合交通体系の確立を進めるなか

で、駐車対策についても総合的・長期的な取り組みが必要なことから、平

成３年４月に「①駐車需要の抑制、②駐車スペースの有効利用と拡大、③

取締の強化の要請、④マナーの向上」の４つを基本方針とする「大阪市駐

車基本計画」を策定し、これに基づき、公的駐車場や案内システムの整備、

低利な融資制度などを活用した民間駐車場の整備促進などハード面の施策

を推進するとともに、ソフト面においても、警察の取締りとの合同啓発活

動や、モールボード・ＯＣＡＴ12 面マルチビジョンでの広報用素材の放映

など広報啓発活動に取り組んでいる。 

 また、駐車マナーの向上を図るため、平成６年４月に「迷惑駐車の防止

に関する条例」を公布し、同年 10 月より御堂筋及び船場地区を重点地域に

指定し、啓発指導員による街頭での啓発活動（迷惑駐車防止重点地域活動）

や、地域で自主的に活動する団体に対する啓発物品の支援（迷惑駐車防止

推進地区活動）などを実施している。 

 

効果測定内容 
測定内容 
効果把握 
など 

● 効果測定内容 

・市内の瞬間路上駐車台数（大阪府警調べ） 

・大阪市の交通政策についての世論調査（2000 年 3 月） 

● 効把握結果 

・大阪市内の路上駐車（違法駐車）台数は、平成元年と比較すると現在約

50％減少 

・世論調査では、大阪市内でいちばん問題だと思う自動車関係の問題につ

いて、「迷惑駐車」が問題だと回答している市民が最も多く 42％（2位は、

「道路の渋滞」の 20％）  



 

 

 
以上 

都道府県市名 ：大阪府大阪市 
担当部局名  ：計画調整局計画部交通空港政策課  

取組上の課題 
合意形成 
費用負担 
など 

課題：平成元年と比較して、現在、路上駐車台数は半減しているものの、

市民の意識としては「めいわく駐車」は依然最も関心の高い問題である。

また、自動車交通量の減少やコインパーキングの増加、ライフスタイルの

変化や少子高齢化による自動車の使われ方の変化など駐車問題を取り巻く

状況は大きく変化してきている。国においても、違法路上駐車の民間によ

る取締りなどの検討も始まっている。このため、現在の駐車基本計画も大

きく点検すべき時期にきている。このた駐車基本計画を見直しにあたって

は、これらの状況も十分勘案するとともに、市民の意見も取り入れながら

策定する必要がある。  

その他特記事項 

今後の方向性 
地域指定 等 

平成 15 年から、駐車基本計画の見直しに向けた検討を開始し、市民の意見

も反映しながら平成 16 年度内の策定を目指す。 


